
 

議案第７号  

 

東大阪市職員給与条例等の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市職員給与条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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東大阪市条例第  号  

 

東大阪市職員給与条例等の一部を改正する条例 

 

 （東大阪市職員給与条例の一部改正） 

第１条 東大阪市職員給与条例（昭和４２年東大阪市条例第２７号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条及び第７条中「住居手当」の次に「、第一種初任給調整手当」を加える。 

  第２７条の２の次に次の１条を加える。 

（第一種初任給調整手当） 

第２７条の２の２ 別表第２の給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の

補充が困難であると認められる職で市長が定めるものに新たに採用された職員には、

月額３１０，８００円を超えない範囲内の額を、採用の日から３５年以内の期間、採

用後市長が定める期間を経過した日から１年を経過するごとにその額を減じて、第一

種初任給調整手当として支給する。 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種初任給調整手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種

初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給

調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項



 

は、市長が定める。 

 第３９条中「及び第２６条第３項」を「、第２６条第３項及び第２７条の２の２」に

改める。 

 （東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１８年東大阪市条例第

３５号）の一部を次のように改正する。  

第７条第３項中「第２７条の２」の次に「、第２７条の２の２」を加える。 

第８条第３項中「並びに」を「、第２７条の２の２並びに」に改める。 

 （東大阪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第３条 東大阪市職員の育児休業等に関する条例（平成４年東大阪市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

第２１条の表第３９条（見出しを含む。）の項中  

「 

           を 

                             

 「 

 に改める。 

 

 （東大阪市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第４条 東大阪市職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年東大阪市条例第３２号）

」 

及び第２６条第３項 、第２６条第３項、第２７条の 

２及び第２７条の３ 

 

 

及び第２７条の２の２ 、第２７条の２及び第２７条の

３ 

 
」 



 

の一部を次のように改正する。 

  第３条中「地域手当」の次に「、第一種初任給調整手当」を加える。 

 （東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第５条 東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例（平成１９年東大阪市条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条中第７号及び第８号を削り、第９号を第７号とし、第１０号から第１４号まで

を２号ずつ繰り上げる。 

  第９条及び第１０条を次のように改める。 

 第９条及び第１０条 削除 

 （東大阪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正） 

第６条 東大阪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年東大

阪市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１５条第７項中「並びに第２６条第３項」を「、第２６条第３項並びに第２７

条の２の２」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において、第５条の規定によ



 

る改正前の東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例第９条第１項又は第１０条第１項に

規定する業務に従事する職員であって、施行日以後引き続きこれらの業務に従事するも

の（第１条の規定による改正後の東大阪市職員給与条例第２７条の２の２第２項の規定

により第一種初任給調整手当を支給される職員を除く。）に対する医療業務手当及び診

療業務手当については、なお従前の例による。 

（委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。 



東大阪市職員給与条例新旧対照表（第１条関係） 

新 旧 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 この条例に基づく職員の給与は、給料、扶養手当、地

域手当、通勤手当、住居手当、第一種初任給調整手当、単身

赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務

手当、期末手当及び勤勉手当とする。 

第２条 この条例に基づく職員の給与は、給料、扶養手当、地

域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当

とする。 

（給料） （給料） 

第７条 給料は、東大阪市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成７年東大阪市条例第２号。以下「勤務時間条例」と

いう。）第９条第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であ

って、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、第一種初

任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、

第７条 給料は、東大阪市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（平成７年東大阪市条例第２号。以下「勤務時間条例」と

いう。）第９条第１項に規定する正規の勤務時間（以下単に

「正規の勤務時間」という。）による勤務に対する報酬であ

って、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間

勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、



管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたもの

とする。 

期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。 

（第一種初任給調整手当）  

第２７条の２の２  別表第２の給料表の適用を受ける職員の

職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる

職で市長が定めるものに新たに採用された職員には、月額 

３１０，８００円を超えない範囲内の額を、採用の日から 

３５年以内の期間、採用後市長が定める期間を経過した日か

ら１年を経過するごとにその額を減じて、第一種初任給調整

手当として支給する。 

 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により第一種

初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると

認められる職員には、同項の規定に準じて、第一種初任給調

整手当を支給する。 

 

３  前２項の規定により第一種初任給調整手当を支給される

職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額そ

の他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長

 



が定める。 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第３９条 第９条、第１０条第１項から第６項まで、第２１条

から第２４条まで、第２６条第３項及び第２７条の２の２の

規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

第３９条 第９条、第１０条第１項から第６項まで、第２１条

から第２４条まで及び第２６条第３項の規定は、定年前再任

用短時間勤務職員には適用しない。 

 



東大阪市一般職の任期付職員の採用等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

新 旧 

（特定任期付職員の給与に関する特例） （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３  東大阪市職員給与条例（昭和４２年東大阪市条例第２７

号。以下「給与条例」という。）第８条から第１０条まで、

第２１条から第２４条まで、第２７条の２、第２７条の２の

２、第２９条から第３１条まで、第３４条、第３５条及び第

３７条の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

３  東大阪市職員給与条例（昭和４２年東大阪市条例第２７

号。以下「給与条例」という。）第８条から第１０条まで、

第２１条から第２４条まで、第２７条の２、第２９条から第

３１条まで、第３４条、第３５条及び第３７条の規定は、特

定任期付職員には適用しない。 

４ （略） ４ （略） 

（任期付職員の給与に関する特例） （任期付職員の給与に関する特例） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３  第３条の規定により任期を定めて採用された職員につい

ては給与条例第８条、第１０条第１項、第４項及び第７項、

３  第３条の規定により任期を定めて採用された職員につい

ては給与条例第８条、第１０条第１項、第４項及び第７項並



第２７条の２の２並びに第３７条の規定を、任期付短時間勤

務職員については給与条例第８条、第１０条第１項、第４項

及び第７項、第２１条から第２５条まで、第２７条の２、第

２７条の２の２並びに第３７条の規定を適用しない。 

びに第３７条の規定を、任期付短時間勤務職員については給

与条例第８条、第１０条第１項、第４項及び第７項、第２１

条から第２５条まで、第２７条の２並びに第３７条の規定を

適用しない。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 



東大阪市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

新 旧 

（短時間勤務職員についての給与条例の特例） （短時間勤務職員についての給与条例の特例） 

第２１条  短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第２１条  短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 

第８条第３項～第２９条第５項第１号 （略） 

  

第８条第３項～第２９条第５項第１号 （略） 

 

 

第 ３ ９

条 （ 見

出 し を

含む。） 

定年前再任用短時間勤務職員 （略） 

  

第 ３ ９

条 （ 見

出 し を

含む。） 

定年前再任用短時間勤務職員 （略） 

 

 

及 び 第 ２ ７ 条 の ２ の

２ 

、第２７条の２及び第

２７条の３ 

  

及び第２６条第３項 、第２６条第３項、第

２７条の２及び第２７

条の３ 

 

  

 



東大阪市職員の高齢者部分休業に関する条例新旧対照表（第４条関係） 

新 旧 

（高齢者部分休業取得中の給与） （高齢者部分休業取得中の給与） 

第３条  職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場

合には、東大阪市職員給与条例（昭和４２年東大阪市条例第

２７号）第４２条第１項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、

第一種初任給調整手当及び管理職手当（市長が定めるものを

除く。）の月額の合計額に１２を乗じ、その額を１週間当た

りの勤務時間に５２を乗じて得たものから市長が別に定め

る休日の勤務時間を減じたもので除して得た額を減額して

給与を支給する。 

第３条  職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場

合には、東大阪市職員給与条例（昭和４２年東大阪市条例第

２７号）第４２条第１項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及

び管理職手当（市長が定めるものを除く。）の月額の合計額

に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗

じて得たものから市長が別に定める休日の勤務時間を減じ

たもので除して得た額を減額して給与を支給する。 

 



東大阪市職員特殊勤務手当に関する条例新旧対照表（第５条関係） 

新 旧 

（手当の種類） （手当の種類） 

第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 第２条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

 （７） 医療業務手当 

 （８） 診療業務手当 

（７）～（１２） （略） （９）～（１４） （略） 

 （医療業務手当） 

第９条及び第１０条 削除 第９条 医療業務手当は、医師又は歯科医師が、医療業務に従

事した場合に支給する。 

 ２  医療業務手当の額は、医療業務に従事した月１月につき 

７７，０００円（給与条例別表第２医療職給料表（以下「医

療職給料表」という。）の職務の級の１級の給料月額を受け

る者については、９７，０００円）とする。 

 （診療業務手当） 



 第１０条 診療業務手当は、医師及び歯科医師が、療養、指導

等医務に関する業務に従事した場合に支給する。 

 ２ 診療業務手当の額は、療養、指導等医務に関する業務に従

事した月１月につき２３，０００円とする。 

 
 
 



東大阪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年東大阪市条例第３３号）新旧対照表（第６条関係） 

新 旧 

附 則    附 則  

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 東大阪市職員給与条例第９条、第１０条第３項、第５項及

び第６項、第２１条から第２４条まで、第２６条第３項並び

に第２７条の２の２並びに新給与条例第１０条第１項、第２

項及び第４項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

７ 東大阪市職員給与条例第９条、第１０条第３項、第５項及

び第６項、第２１条から第２４条まで並びに第２６条第３項

並びに新給与条例第１０条第１項、第２項及び第４項の規定

は、暫定再任用職員には適用しない。 

８ （略） ８ （略） 

 


